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第１章 はじめに 

１ 総合戦略策定の背景 

我が国では、人口減少と少子高齢化が進行する中、人口減少に歯止めをかけるとともに、将

来にわたって活力ある社会を維持していくため、2014（平成 26）年に、「まち・ひと・しご

と創生法」を制定するとともに、人口の現状と将来の展望を示した「まち・ひと・しごと創生長

期ビジョン」と、施策の方向性を示した「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定しました。 

これにより、全国各地で地方創生に向けた様々な取組みが始まり、およそ 10 年が経ちまし

たが、東京一極集中の流れを変えるまでには至っておらず、地方を中心とする人口減少は依然

として進行し、更に加速する傾向にあります。 

このような中、国は、2025（令和７年）年６月に、これまでの取組みの成果と反省を踏ま

え、「地方創生 2.0 基本構想」を策定しました。 

その後、新内閣が発足し、同年 11 月に、地方創生を推進する新たな組織として、「地域未

来戦略本部」を設置し、同年 12月に、国の新たな総合戦略である「地方創生に関する総合戦

略」を策定しました。 

本町においても、2015（平成 27）年 12月に、「豊頃町まち・ひと・しごと創生人口ビジ

ョン」及び「豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略」を、2021（令和３）年３月に、「豊

頃町まち・ひと・しごと創生人口ビジョン［改訂版］」及び「第２期豊頃町まち・ひと・しご

と創生総合戦略」を策定し、様々な取組みを積極的に推進してきました。 

その結果、2020（令和２）年の本町の人口は、国立社会保障・人口問題研究所が 2018

（平成 30）年に推計した 2,866人を上回る 3,022 人となりました。 

しかし、本町における人口減少は依然として続いており、人口減少対策の一層の強化が求め

られる状況にあります。 

このような状況を踏まえ、本町の実情に即した更なる取組みを進めるため、「豊頃町まち・

ひと・しごと創生人口ビジョン［令和７年度改訂版］」及び「第３期豊頃町まち・ひと・しご

と総合戦略」を策定し、全町一丸となって人口減少対策に取り組んでいくこととします。 

 

２ 総合戦略の位置付け 

本町の最上位計画である「第５次豊頃町まちづくり総合計画」を基本として、地域の実情に

配慮し、各計画との整合を図り、喫緊の課題である人口減少問題に対応し、地方創生を成し遂

げていくため、今後５年間の取組みについてまとめたものです。 

また、社会経済情勢や町民ニーズへ的確かつ柔軟な対応ができるよう、必要に応じて見直し

を行うこととします。 
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３ 総合戦略の対象期間 

「第３期豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略］」の対象期間は、「第５次豊頃町まちづく

り総合計画後期基本計画」と同様に、2026（令和８）年度から 2030（令和 12）年までの

５年間とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ ＳＤＧｓへの対応 

2015（平成 27）年９月の国連サミットで採択されたＳＤＧｓ※1を達成するため、世界各

国が取組みを進めています。本町においても、この理念を踏まえながら、施策を推進していく

こととします。 

                                                        
※1 Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）の略。国連加盟 193か国が 2016年から 2030年の

15年間で達成するために掲げた目標で、17の大きな目標と、それらを達成するための具体的な 169のターゲ

ットで構成されている。 
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第３期豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略 

第５次豊頃町まちづくり総合計画後期基本計画 

 

第５次豊頃町まちづくり総合計画基本構想 

第５次豊頃町まちづくり総合計画前期基本計画 

第２期豊頃町まち・ひと・しごと創生総合戦略 
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第２章 第２期総合戦略の検証と総括 

１ 第２期総合戦略の検証 

第２期総合戦略策定より５年目を迎え、目標年となったことから、各目標及び施策に関連す

るＫＰＩ※2の達成状況を確認し、取組みの実施状況と効果を検証します。 

 

（１）移動・出生に関する目標の達成状況について 

第２期総合戦略において、人口減少問題についての危機感と問題意識を町民とともに共有

し、各種施策を推進していくため、人口ビジョン［改訂版］において、移動・出生に関する長

期的な目標を設定し、官民一体となった取組みを行ってきました。 

その第２期総合戦略の対象期間（2021（令和３）年度～2025（令和７）年度）における

目標の達成状況は以下のとおりです。 

 

表１ 移動・出生に関する目標の達成状況（2024（令和６）年までの実績） 
 

 基準値 目標 達成状況 達成率 

純移動数（年間） －18人 ＋40人（+58人） -16人（+2人）  3.4％ 

合計特殊出生率 1.30 1.70（+0.4） 1.39（+0.09）  22.5％ 

※参考：人口ビジョン［改訂版］における将来人口目標『2060年 2,000人』における前提 

 ・純移動率の改善 

転出入者数を 20％改善することにより、2015年以降年間 20人の純移動の増加 

 ・合計特殊出生率の上昇 

2015年：1.30、2020年：1.50、2025年：1.70、2030年：1.80、2035年：1.90、2040年：2.07 

 

                                                        
※2 Key Performance Indicatorの略で、「重要業績評価指標」のこと。設定した目標に対し、どれだけ達成

に近づいているかを定量的に測定・評価するための指標。 
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（２）基本目標ごとの数値目標の達成状況について 

基本目標ごとの数値目標は全部で９つありましたが、達成している（達成率 100％以上）目

標は３つ、概ね達成している（達成率 80％以上）目標は２つで、これらを合わせると５つとな

り、数値目標の 55.6％は達成あるいは概ね達成しています。 

一方で、「年間転出者の 25％減」については、達成率が-247.2％となっており、転出者の減

少に向けた取組みを検討・実施していく必要があります。 

 

 表２ 数値目標の達成状況（2024（令和６）年までの実績） 

 

 

 

基本目標 指  標 数値目標 達成状況 達成率 

１ 安定した雇用

を創出する 

新規起業支援・企業

誘致（累積） 
５年間で５件 ３件 60.0％ 

定住就業者数（累計） ５年間で 30人増 28人増 93.3％ 

産業は活力あると思

う町民の割合 
80.0％ 51.0％ 63.8％ 

２ 豊頃町へ新た

なひとの流れ

をつくる 

十勝管内の年間観光

入込客数 
延 10,460千人 延 11,595千人 110.9％ 

年間転入者 25.0％増 73.3％増 293.2％ 

年間転出者 25.0％減 61.8％増 -247.2％ 

３ 結婚・出産・子

育ての希望を

かなえる 

合計特殊出生率 1.70 1.39 22.5％ 

子育てしやすいと感

じる町民の割合 
80.0％ 69.0％ 86.3％ 

４ 安心して暮らせ

る地域をつくる 

住みよい町だと思う

町民の割合 
40.0％ 59.0％ 147.5％ 
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（３）施策に関連するＫＰＩの達成状況について 

施策に関連するＫＰＩは全部で 14 あり、A 判定のＫＰＩは７つ、B 判定のＫＰＩは５つ

で、これらを合わせると 12 となり、ＫＰＩの 85.7％は達成あるいは概ね達成しています。 

Ｃ判定となった「バス年間利用者数」については、利用者数が年々減少していることもあり、

今後は、町民のニーズや実情を踏まえ、地域公共交通に関する事業や制度等の再検討を行う必

要があります。 

なお、表４において達成率が低い項目についてもＡ・B 判定としているのは、目標に至らな

いまでも取組みを進めているところであり、今後概ね目標達成の見込みがあるためです。 

 

表３ 評価区分と判定結果とりまとめ（2024（令和６）年までの実績） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価区分 ＫＰＩ数 

Ａ 
目標を達成している 

または達成が見込まれる 
７ 

Ｂ 
概ね目標を達成している 

または概ね目標を達成することが見込まれる 
５ 

Ｃ 
目標を達成が困難である 

進捗が遅れている 
２ 

Ｄ 
目標を達成することができない 

取組内容の見直しが必要である 
０ 
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表４ 施策に関するＫＰＩの達成状況 

１ 安定した雇用を創出する 

２ 豊頃町へ新たなひとの流れをつくる 
 

 指  標 目標 
達成 
状況 

達成率 判定 

数値 
目標 

十勝管内の観光入込客数（延人数（単位：千人）） 10,460 11,595 110.9％  

年間転入者（％増加） +25.0 +73.3 293.2％  

年間転出者（％減少） -25.0 +61.8 -247.2％  

ＫＰＩ 

モニターツアー参加人数（人） 120 59 49.2％ Ａ 

移住についての年間相談件数（件） 40 17 42.5％ Ａ 

新築住宅・中古住宅取得年間件数（件） 15 8 53.3％ Ｂ 

他市町村と連携して進める広域行政事業数（件） 4 3 75.0％ Ｂ 

３ 結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

４ 安心して暮らせる地域をつくる 

 指  標 目標 
達成 
状況 達成率 判定 

数値 
目標 

住みよい町だと思う町民の割合 40.0 59.0 147.5％  

ＫＰＩ 

協働のまちづくり地域提案支援事業の年間実績（件） 60 57 95.0％ Ａ 

自主防災の組織率（％） 100.0 38.2 38.2％ Ｂ 

公共交通機関の利用に関する町民の満足度（％） 40.0 59.0 147.5％ Ａ 

バス年間利用者数（町有バス+コミュニティバス） 14,500 5,475 37.8％ Ｃ 

 指  標 目標 
達成 
状況 

達成率 判定 

数値 
目標 

新規起業支援・企業誘致（対象期間における件数） 5 3 60.0％  

定住就業者数（対象期間における増加） 30 28 93.3％  

産業は活力あると思う町民の割合（％） 80.0 51.0 63.8％  

ＫＰＩ 

特産品開発件数（件） 2 2 100.0％ Ａ 

雇用紹介年間件数（件） 10 0 0.0％ Ｃ 

プロモーション事業年間参加者数（人） 30 19.5 65.0％ Ｂ 

総合プロモーション団体の町内認知度（％） 60.0 69.0 115.0％ Ａ 

 指  標 目標 
達成 
状況 

達成率 判定 

数値 
目標 

合計特殊出生率 1.70 1.39 22.5％  

子育てしやすいと感じる町民の割合 80.0 69.0 86.3％  

ＫＰＩ 
子育てしやすいと感じる町民の割合（％） 80.0 69.0 86.3％ Ｂ 

保育所・子育て支援に関する町民の満足度（％） 60.0 77.0 128.3％ Ａ 
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２ 第２期総合戦略の総括 

第２期総合戦略に掲げた基本目標ごとの数値目標の６割近く（55.6％）、施策に関連するＫ

ＰＩの９割近く（85.7％）は達成あるいは概ね達成していますが、移動・出生に関する目標

の達成率は低く、これらの状況を改善することが必要です。 

特に、転出者を年間 25％減らすという数値目標に対し、実際には逆に 61.8％増え、達成

率は-247.2%となっており、転出者を減らすための効果的な取組みを検討・実施することが

求められます。 

こうした状況を踏まえ、本町における地方創生を達成するために第２期総合戦略を第３期

総合戦略へと引き継ぐこととします。 
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第３章 目指す将来像と総合戦略推進の基本方針 

１ 目指す将来像 

本戦略は、第１章「２ 総合戦略の位置付け」で示したように、本町の最上位計画である「第

５次豊頃町まちづくり総合計画」を基本に、人口減少問題に対応し、地方創生を成し遂げてい

くための取組みをまとめたものです。 

したがって、本戦略の目指す将来像は、「第５次豊頃町まちづくり総合計画」の将来像と同

様に、以下のとおりとします。 

 

 

やさしさと躍動のふれ愛タウンとよころ 
 

 

 

２ 人口の目標 

本戦略の人口の目標（目標年度：2030（令和 12）年度）については、本戦略と同時に策

定した、「豊頃町まち・ひと・しごと人口ビジョン [令和７年度改訂版]」（長期的な展望とし

て、2060（令和 42）年の総人口が 2,200 人になることを目標とする）に基づき、以下の

とおりとします。 

 

 

 

【第３期総合戦略の人口の目標（2030（令和 12）年度）】 

総人口 2,598 人 
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３ 総合戦略推進の基本方針 

（１）まちづくりの基本的な考え方 

人口減少や少子高齢化が急速に進む状況においても、魅力的で持続可能な自治体運営を行

うためには、これまで進めてきた町民との協働のまちづくりを継承するだけではなく、現状・

課題及び今後の方向性の共有化を図り、魅力ある町をつくるための体制の整備が必要になり

ます。 

これからのまちづくりの基本的な考え方を整理すると、以下のとおりです。 

① 町民全体での協働の取組み 

様々な課題に町をあげて対応するため、情報の共有や意見交換による学びの機会を設け、町

民をはじめ産官学金労言などの関係機関による連携・協働を基本とした体制で戦略を推進し

ます。 

② 施策の重点化 

人口減少に伴い、住民税及び地方交付税などが減少し、財源不足が予測されるため、課題解

決への積極的な取組みを停滞させることがないよう、総花的な施策展開ではなく、採算性や効

率性を重視するとともに、最も効果的な施策を選択し、資源と投資を集中させます。 

③ 広域行政の推進 

町民の生活圏はますます広がり、行政課題が広域化し、近隣市町村と連携することが必要と

なっています。現在も、十勝定住自立圏等による連携事業が進められており、今後もより質の

高い行政サービスを提供するため、経済・雇用、医療・福祉、まちづくり、社会資本など広域

で連携できる分野について、情報交換や共同研究を積極的に推進していきます。 

④ 国や北海道との連携 

国や北海道において策定された総合戦略を勘案しながら、それぞれの戦略に掲げる目標や

取組みを意識することで一体的に推進していくこととします。特に、人口減少対策の主要課題

のうち、国や北海道が主体的かつ主導的に実行すべき課題である「東京一極集中」及び「札幌

一極集中」の是正に関しては、国や北海道の取組みに対し積極的に協力していきます。 

⑤ 総合戦略の役割と進捗管理 

本戦略は、地域住民、各団体、企業、行政など町全体で共有して推進する公共計画とします。

その計画策定（Plan）、推進（Do）、点検・評価（Check）、改善（Action）については、町

民をはじめ産官学金労言などの関係機関で構成される「豊頃町まち・ひと・しごと創生会議」

において、設定した目標を達成するための効果的な管理サイクルを構築し、進捗管理を行いま

す。 
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（２）資源利用の基本的な考え方 

本町は、十勝川沿いに肥沃な農地が広がる十勝平野と、サケ定置網等の沿岸漁業の流通拠点

である大津漁港を有する十勝東部に位置する町です。町を横断する国道 38号は、釧路と札幌

を結ぶ北海道の大動脈として整備され、また、とかち帯広空港から 40分圏内と利便性の高い

交通インフラが整備されています。 

町内の土地の状況をみると、日本の食糧基地としての広大な農地と町の面積の６割以上を

占める山林、治水対策の要となる十勝川築堤や大津海岸を中心に、町民が生活を営む上で重要

な基盤が整備・確保されています。また、民間企業との連携により町内全域に高速・大容量の

ブロードバンド環境が整備されています。 

これらの資源を最大限に活用するための基本的な考え方を整理すると、以下のとおりです。 

① 町全体の土地利用の見直し 

都市計画を持たない本町においては、無計画な土地利用を進めていては町内に施設が散在

することとなり、効率的な施設運用ができないことから、中長期的な利用と投資の集中を考慮

し、周辺施設と機能的側面から相乗効果を意識し、時代に即した土地利用を推進します。 

② 公共施設等の効率的な利用と改修・更新 

高度経済成長期以降に集中的に整備されたインフラや公共施設の多くが耐用年限を迎えつ

つあり、老朽化対策が今後の大きな課題となっています。計画的な改修・更新が求められてい

る中、地域集落の人口が大幅に減少しており、これまでの公共施設等のあり方では効率的な運

用ができないことが想定されています。町が所有する公共施設、インフラ設備等の現状を把握

し、今後の厳しい行財政状況のもと、将来に向けた公共施設等のあり方を検討していきます。 

③ 津波などの防災対策 

海岸線を有する大津市街地の防災機能を高め、安全・安心な暮らしを守るための防災・減災

対策をこれまで同様に推進します。 

④ 魅力的な市街地空間の整備 

交通インフラの整備によって、人、情報、企業、物の交流を活発化させるとともに、加工・

製造・研究などのものづくり施設の整備、商店街の活性化、町並みの再生、快適な住環境の整

備などによって、町民の生活環境を充実させ、町民及び町を訪れる人々に魅力を感じてもらえ

る市街地空間を創出します。 

⑤ 自然環境の保全 

十勝川河川敷地にそびえたつ「はるにれの木」、湧洞湖の展望台から望む眺望、のどかな十

勝平野の風景、そして希少な天然記念である５種類の野鳥（オオワシ、オジロワシ、タンチョ

ウ、ヒシクイ、マガン）を一同に観察できることなど、豊かで優れた自然環境を大切にし、そ

れらを保全しつつ、観光資源として生かしていきます。 



第４章 総合戦略の体系 
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第４章 総合戦略の体系 

１ 国の総合戦略について 

国では、令和７年 10 月の新内閣発足後、同年 11 月に、地方創生を推進する

新たな組織として、それまでの「新しい地方経済・生活環境創生本部（新地方創生

本部）」に代わる「地域未来戦略本部」を設置しました。 

そして、同年 12 月に、国の新たな総合戦略である「地方創生に関する総合戦

略」を策定しました。 

この総合戦略では、「強い経済」「豊な生活環境」「選ばれる地方」の３つの政

策目標が掲げられています。 

国は、地方自治体に対し、“国の総合戦略を勘案し、それぞれの地域の実情に応

じて、地方版総合戦略の検討・策定・改訂に努めること”を求めており、本町にお

いても、国の動向を勘案しつつ、町の実情に応じた独自の取組みを設定し、積極的

に推進していくこととします。 
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２ 豊かな生活環境 

１ 強い経済 

３ 選ばれる地方 

国の「地方創生に関する総合戦略」の目指す姿と政策目標 

  

【10年後に目指す姿】 
 

〇若者・女性にも選ばれる地方をつくる 

〇「強い」経済 

→地域資源を活用した高付加価値型の地方経済をつくる 

〇「豊かな」生活環境 

→安心して暮らせる地方をつくる 

〇「新しい日本・楽しい日本」 

→都市と地方が互いに支え合い、一人一人が活躍できる社会をつくる 

→ＡＩ・デジタルなどの新技術が活用される地方をつくる 

 

【３つの政策目標】 

 

自立的で持続的に成長する「稼げる」経済の創出により、新たな人を

呼び込む地方経済 

■地域における高付加価値型産業創出 

■地域の人材力強化 

 

 

生きがいをもって働き、安心して暮らし続けられる生活環境を構築し、

魅力と活力を創出する地方の生活環境 

■持続可能な生活インフラの実現 

■地域の暮らしの満足感向上 

 

 

強い経済と豊かな生活環境の基盤の上に創り出される、若者や女性に

も選ばれ、一人一人が幸せを実感でき、自己実現を図っていくことが

できる活力ある地方 

■魅力が感じられる地方の実現 
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４ 豊頃町への新たな人の流れをつくる～選ばれる豊頃町～ 

２ 

３ 新時代への生活基盤をつくる～持続可能な生活インフラ～ 

１ 地域資源を活用した産業をつくる～強い経済～ 

２ 第３期総合戦略の体系 

「第５次豊頃町まちづくり総合計画後期基本計画」に基づくとともに、国の「地方創生

に関する総合戦略」を勘案し、本戦略の体系を次のとおり定めます。 

 
 

第３期豊頃町まち・ひと・しごと総合戦略の体系 
 

【将来像】 

やさしさと躍動のふれ愛タウンとよころ 
 
 
 

【４つの基本目標】 

 
 

 

１－１ 農林水産業及び商工業の振興 
 

 

 
 

２－１ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

２－２ 地域防災力の強化 

２－３ ゼロカーボンのまちづくり 
 

 
 

 

３－１ デジタル技術を活用した行政サービスの効率化 

３－２ 地域公共交通の確保 

３－３ 広域連携の推進 
 

 
 

 

４－１ 観光の振興 

４－２ 関係人口の創出・拡大 

４－３ 移住・定住の促進 

４－４ 地域おこし協力隊制度の活用 
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第５章 基本目標ごとの取組み 
 

１ 地域資源を活用した産業をつくる～強い経済～ 

 

【基本的方向】 

東京圏への人口一極集中の主要因として、東京圏における働く場の豊富さがあがっている

ことから、本町においても新規起業や地域資源を活用した特産品の開発などの取組みを進め、

働く場の確保及び雇用の促進を図ります。また、働く場の確保には、本町の基幹産業である

第１次産業の発展が必要不可欠なため、合わせて産業振興の取組みを進めていきます。 

 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

新規起業・企業誘致（累積） 3 件 5 件 

 

【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
１－１ 農林水産業及び商工業の振興 

 
農林水産業及び商工業の振興を図り、本町を稼ぐ地域、安心して働ける地域にするため、

新たな取組みへの挑戦や起業しようとする事業者に対して支援を行います。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

産業振興事業補助金活用件数 5件 7件 

特産品開発件数（累積） 2件 6件 

具体的な事業 

●豊頃町産業振興事業 

●物産販路拡大推進事業 

●互産互生推進事業 

●都市圏企業を対象としたサテライトオフィス誘致事業 

●地域商社事業 

●ふるさと納税事業 
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 ２ 子育てしやすく安心して暮らせる生活環境をつくる～地域の暮らしの満足感～ 

 

【基本的方向】 

妊娠・出産・子育ての希望を持つ人の望みをかなえるため、それぞれの段階に応じた切れ

目のない支援を行い、子育て世帯や若者に選ばれるまちづくりを進めます。また、誰もが安

心して暮らせるよう、災害から地域を守る地域防災力の強化を図るとともに、地球にやさし

い脱炭素社会の形成に向け、ゼロカーボンのまちづくりを進めます。 
 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

生産年齢人口の割合 49.9％ 49.0％ 

年間出生数（累計） 79 人 87 人 

※年間出生数の基準値は令和２年～令和６年の合計。 

 

【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
２－１ 妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援 

 
それぞれのライフステージに合わせた切れ目のない支援を行い、妊娠・出産・子育ての希

望をかなえます。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

とよころ子育てアプリ登録者数 － 80人 

産後ケア事業件数 0件 3件 

具体的な事業 

●ファミリーサポートセンター事業 

●不妊治療費助成事業 

●不育症治療費助成事業 

●妊婦支援給付金事業 

●妊産婦健診費用等助成事業 

●産後ケア事業 

●次世代育成支援金支給事業（出産祝金、健全育成支援金） 

●乳幼児等医療費給付事業 

●入学祝金支給事業 

●修学旅行費交付金交付事業 

●高等学校等就学助成金事業 

●ブックスタート事業 

●ＩＣＴ教育推進事業 
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【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
２－２ 地域防災力の強化 

 

安心して暮らすことができる魅力的な地域をつくるため、防災インフラや避難場所、避難

路の整備と合わせ、自主防災の組織づくりのための地域等への働きかけ、現組織への助成及

び育成・強化に取り組みます。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

自主防災組織の組織率 18.0％ 100.0％ 

協働のまちづくり地域提案支援事業の
年間実績（防災関連事業） 

8件 13件 

具体的な事業 

●自主防災組織設立支援事業 

●地域自主防災研修支援事業 

●協働のまちづくり地域提案支援事業 

 

【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
２－３ ゼロカーボンのまちづくり 

 

令和６年３月に策定した「豊頃町地球温暖化対策地域推進計画（地球温暖化対策実行計画・

再生可能エネルギー導入計画）」に基づき、太陽光発電設備や蓄電池設備、電動車の導入促

進等に努めます。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

ゼロカーボン推進加速化補助金の活用
件数（累計） 

107件 300件 

具体的な事業 

●ゼロカーボン推進加速化事業 
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 ３ 新時代への生活基盤をつくる～持続可能な生活インフラ～ 

 

【基本的方向】 

新たな時代を見据えた持続可能な生活基盤として、デジタル技術を活用した行政サービス

の効率化を推進するとともに、町民にとって不便のない地域公共交通の確保を図ります。ま

た、広域的な連携や協働を深めることで、地域全体の発展を促進し、より質の高い行政サー

ビスを提供します。 
 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

デジタル化した行政サービス数 2 件 8 件 

オンライン対応可能な行政手続数 2 件 4 件 

十勝管内の観光入込客数（延べ人数） 11,594 千人 12,000 千人 

 

 

【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
３－１ デジタル技術を活用した行政サービスの効率化 

 
町民の利便性の向上と持続可能な行政運営の推進に向け、デジタル技術を活用した行政サ

ービスの効率化を推進します。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

デジタル化した行政サービス数 2件 8件 

具体的な事業 

●住民票コンビ二交付事業 

●書かない窓口整備事業 
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【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
３－２ 地域公共交通の確保 

 

バスの種別や市街地・農村部・町外対策を個別に考えるのではなく、既存のスクールバス・

患者輸送車・コミュニティバス・民間タクシー・鉄道などの交通資源を総合的かつ一体的に

活用することを検討し、町民にとって不便のない地域公共交通を確保します。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

バス年間利用者数(町有バス＋コミュニ
ティバス) 

5,475人 6,740人 

具体的な事業 

●コミュニティバス運行事業 

●町有バス運行事業 

●患者輸送車運行事業 

●福祉タクシー券交付事業 

 

【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
３－３ 広域連携の推進 

 

町民サービスの向上と行財政運営の効率化に向け、十勝定住自立圏における連携事業をは

じめ、各分野での共同事業や連携事業を積極的に進めます。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

他市町村と連携して進める広域行政事
業数 

5件 6件 

具体的な事業 

●十勝ふるさと市町村圏広域事業 

●十勝圏活性化推進期成会事業 

●十勝圏複合事務組合事業 

●十勝観光連盟事業 

●十勝定住自立圏事業 
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 ４ 豊頃町への新たな人の流れをつくる～選ばれる豊頃町～ 

 

【基本的方向】 

移住・定住を促進するためには、町を知ってもらい、訪問してもらい、町にかかわっても

らう必要があります。そのため、本町が持つ観光資源を活用したＰＲ活動やイベントを行い、

観光客や関係人口の増加に向けた取組みを進めていきます。また、移住・定住の促進に向け

た支援を行い、本町への新たなひとの流れをつくります。 
 

【数値目標】 

指 標 基準値 目標値 

年間転入者 196 人 235 人 

年間転出者 212 人 170 人 

 
 

【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
４－１ 観光の振興 

 
「はるにれの木」や「ジュエリーアイス」をはじめとする本町ならではの観光資源を効果

的にＰＲ・活用し、町外からの人の流れをつくることで、地域経済の発展はもとより、移住

者の増加につなげていきます。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

観光入込客数 53,577人 65,000人 

具体的な事業 

●各種観光イベント開催事業 

●観光ＰＲ事業 

●デジタルマップによる観光ＰＲ事業 
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【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
４－２ 関係人口の創出・拡大 

 

町外からの交流の入口を増やしながら、地域と多様にかかわる関係人口の創出・拡大に取

り組みます。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

地域おこしインターン参加者数（累計） 8人 20人 

ふるさと納税額 31,760千円 61,000千円 

豊頃町応援大使人数 － 3人 

豊頃町観光大使人数 2人 3人 

具体的な事業 

●地域おこしインターン事業 

●東京学芸大学連携事業 

●ふるさと納税事業（再掲） 

●豊頃町応援大使事業 

●豊頃町観光大使事業 

 
 

【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
４－３ 移住・定住の促進 

 
移住相談、移住フェアへの出展をはじめとするＰＲ活動を行い、移住希望者の増加を図り

ます。また、移住等体験住宅を移住希望者に利用してもらい、町内における日常生活を体験

できる機会を提供することにより、移住を促進します。 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

移住についての年間相談件数 17件 50件 

新築住宅・中古住宅取得年間件数 8件 10件 

移住等体験住宅の年間稼働率 46.8％ 56.0％ 

具体的な事業 

●定住促進等住宅取得補助金事業 

●空き家等情報バンク事業 

●空き家・空き地利活用事業 

●移住等体験住宅事業 

●町外通勤者助成金事業 

●定住促進賃貸住宅建設事業 

●移住フェア等出展事業 

●豊頃町就業者促進事業 
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【具体的な施策とＫＰＩ】 
 
４－４ 地域おこし協力隊制度の活用 

 

地域おこし協力隊制度を活用し、町外の多様な人材による地域協力活動により、地域活性

化を図るとともに、隊員の本町への定住・定着を促進します。 
 

ＫＰＩ 基準値 目標値 

地域おこし協力隊の人数 2人 3人 

具体的な事業 

●地域おこし協力隊募集ＰＲ事業 

●地域おこし協力隊各種支援事業 
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参考：ＳＤＧｓとの関係 
本戦略の推進に当たっては、ＳＤＧｓの理念を尊重しながら進めます。 

 

 基本目標 

１ ２ ３ ４ 

地
域
資
源
を
活
用

し
た
産
業
を
つ
く

る 子
育
て
し
や
す
く

安
心
し
て
暮
ら
せ

る
生
活
環
境
を
つ

く
る 

新
時
代
の
生
活
基

盤
を
つ
く
る 

豊
頃
町
へ
の
新
な

ひ
と
の
流
れ
を
つ

く
る 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
17
の
ゴ
ー
ル 

 
貧困をなくそう ● ●   

 
飢餓をゼロに ● ●   

 
すべての人に健康と福祉を  ●   

 
質の高い教育をみんなに  ●  ● 

 
ジェンダー平等を実現しよう  ●   

 
安全な水とトイレを世界中に     

 エネルギーをみんなにそしてク
リーンに 

 ●   

 
働きがいも経済成長も ●  ● ● 

 産業と技術革新の基盤をつくろ
う ●  ● ● 

 
人や国の不平等をなくそう  ●   

 
住み続けられるまちづくりを ● ● ● ● 

 
つくる責任つかう責任 ●    

 
気候変動に具体的な対策を ● ●   

 
海の豊かさを守ろう ● ●   

 
陸の豊かさも守ろう ● ●   

 
平和と公平をすべての人に  ●   

 パートナーシップで目標を達成
しよう ● ● ● ● 


